
- 1 - 

 

 

 

平成 28年１月 

国税庁 

 

NISA（非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置）に

おいて、金融商品取引業者等の営業所の長が所轄税務署長に提供する事項の「レコードの

内容及び記録要領」等について、よくあるご質問と特にご留意いただきたい事項を取りま

とめましたので、参考にしてください。 

（注）この FAQは、平成 28年１月１日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 

 

各申請事項の基本的なレコードの内容、記録要領及び留意事項については以下のホーム

ページを参考としてください。 

国 税 庁 ホ ー ム ペ ー ジ ＞ 源 泉 徴 収 義 務 者 の 方 へ ＞ NISA に 関 す る 情 報

（http://www.nta.go.jp/gensen/nisa/index.htm） 
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【１ よくある質問】 

 

 

 

 

 

 

 

［Ａ］ 

「非課税適用確認書の交付申請書に記載された事項」、「未成年者非課税適用確認書の交

付申請書に記載された事項」、「提出事項（非課税管理勘定廃止通知書等の提出をした者に

関する事項）」及び「提出事項（未成年者口座廃止通知書の提出をした者に関する事項）」

について、「金融商品取引業者等の営業所使用欄」に記録がない場合でも、エラーとはなり

ません。 

この項目に記録がなかった場合、「非課税適用確認書の交付申請書を識別するための記号

又は番号」（「金融商品取引業者等の営業所の長に提供すべき情報の提供」）、「未成年者非課

税適用確認書の交付申請書を識別するための記号又は番号」（「金融商品取引業者等の営業

所の長に提供すべき情報の提供」）又は「廃止通知書を識別するための記号又は番号」（「非

課税口座開設又は非課税管理勘定設定の可否事項」、「未成年者口座開設の可否事項」）の項

目にも情報が記録されません。 

この項目は、 

① 「金融商品取引業者等の営業所の長に提供すべき情報の提供」のデータと「非課税適

用確認書の交付申請書に記載された事項」のデータ 

② 「金融商品取引業者等の営業所の長に提供すべき情報の提供」のデータと「未成年者

非課税適用確認書の交付申請書に記載された事項」のデータ 

③ 「非課税口座開設又は非課税管理勘定設定の可否事項」のデータと「提出事項（非課

税管理勘定廃止通知書等の提出をした者に関する事項）」のデータ 

④ 「未成年者口座開設の可否事項」のデータと「提出事項（未成年者口座廃止通知書の

提出をした者に関する事項）」 

との突合を行う場合にご活用ください。 

なお、個人が識別される番号（口座番号等）や文字は入力しないでください。 

 

 

 

 

 

 

［Ｑ１］ 「非課税適用確認書の交付申請書に記載された事項」、「未成年者非課税適用確認

書の交付申請書に記載された事項」、「提出事項（非課税管理勘定廃止通知書等の提

出をした者に関する事項）」及び「提出事項（未成年者口座廃止通知書の提出をした

者に関する事項）」について、「金融商品取引業者等の営業所使用欄」に記録がない

場合はどうなりますか。 
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［Ａ］ 

 各申請事項等の提供時点では判断できませんので、２回目以降提供いただいたデータも

正式に受理され、税務署での審査を行った上、結果として重複申請となります。この重複

申請の内容を確認するために、後日税務署から金融商品取引業者等へ連絡がされることと

なります。 

 なお、「NISAコーナー」を利用する場合には、複数回提供を防止するため、以下のチェッ

クを行っています。 

 ① CSVファイルの選択画面において、同名のファイルを選択したときに、エラー 

メッセージが表示されます。 

② e-Taxのログインを継続して送信する場合、同名のファイルを選択したときに、警告 

メッセージが表示されます。 

 

 

 

 

［Ａ］ 

 一日に送信できる上限件数はありません。 

 

 

 

 

 

［Ａ］ 

 「NISAコーナー」における一連の処理（TOP画面～CSVファイル読み込み～電子署名の付

与～送信～受信通知の確認）の処理時間の参考値は以下のとおりとなります。 

なお、ご利用のレコードデータのサイズにより、処理時間は異なります。 

 

（動作環境 OS：Windows7 CPU：Pentium®Dual-Core CPU E5300 @2.60GHz メモリ：2GB) 

 

○ 300レコード（CSVファイル 93KB)         0.9分 

○ 5,000レコード（CSVファイル 1,543KB）      1.8分 

○ 25,000レコード（CSVファイル 7,715KB）      9.9分 

 

 

［Ｑ２］ 誤って同一人のデータを複数回提供した場合はどうなりますか。 

［Ｑ３］ 各申請データについて、一日に送信できる上限件数はありますか。 

［Ｑ４］ 「NISAコーナー」における一連の処理には、どのくらいの時間がかかりますか。 
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※ 上記時間には、操作時間及びネットワーク処理時間は含まれておりません。 

 

 「NISAコーナー」における一連の処理（TOP画面～CSVファイル読み込み～電子署名の付

与～送信～受信通知の確認）では、データの整合性確認、不要データ削除、スキーマーチ

ェック、署名付与等を行っていますので、対象のデータ量が多くなるに従い、処理時間が

増大します。 

 

 

 

 

 

 

［Ａ］ 

 「金融商品取引業者等の営業所の長に提供すべき情報の提供」、「非課税口座開設又は非

課税管理勘定設定の可否事項」及び「未成年者口座開設の可否事項」は、e-Taxで申請した

受付番号の単位でメッセージボックスに格納されます。 

（注）ＮＩＳＡ及びジュニアＮＩＳＡの交付申請事項等は、同一ファイルで送信すること

が可能（申請事項等の種類が同じである場合に限る。）ですが、この場合、税務署から提供

する「金融商品取引業者等の営業所の長に提供すべき情報」の提供等についてもＮＩＳＡ

及びジュニアＮＩＳＡの区分なく、e-Taxで申請した受付番号の単位でメッセージボックス

に格納されます。 

 

 

 

 

 

［Ａ］ 

 「金融商品取引業者等の営業所の長に提供すべき情報の提供」、「非課税口座開設又は非

課税管理勘定設定の可否事項」及び「未成年者口座開設の可否事項」は、XML形式でメッセ

ージボックスに格納されます。 

 

 

 

 

 

 

 

［Ｑ５］ 「金融商品取引業者等の営業所の長に提供すべき情報の提供」、「非課税口座開設

又は非課税管理勘定設定の可否事項」及び「未成年者口座開設の可否事項」はどの

ような単位でメッセージボックスに格納されますか。 

［Ｑ６］ 「金融商品取引業者等の営業所の長に提供すべき情報の提供」、「非課税口座開設

又は非課税管理勘定設定の可否事項」及び「未成年者口座開設の可否事項」はどの

ようなファイル形式でメッセージボックスに格納されますか。 
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［Ａ］ 

 「金融商品取引業者等の営業所の長に提供すべき情報の提供」、「非課税口座開設又は非

課税管理勘定設定の可否事項」及び「未成年者口座開設の可否事項」は、メッセージボッ

クスに格納された日から 120日を経過すると「メッセージボックス（過去分）」画面に移さ

れ、格納されてから 1,900日間（約５年間）を経過すると既読・未読に関わらず削除する

こととしています。 

 

 

 

 

 

［Ａ］ 

 送信した各申請データは XML形式（ただし、拡張子は「.XTX」となります）でダウン 

ロードすることが可能となっています。  

［Ｑ７］ 「金融商品取引業者等の営業所の長に提供すべき情報の提供」、「非課税口座開設

又は非課税管理勘定設定の可否事項」及び「未成年者口座開設の可否事項」はメッ

セージボックスに何日間保存されますか。 

［Ｑ８］ 送信した各申請データは受信通知からダウンロードが可能とのことですが、どの

ようなファイル形式になりますか。 
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【２ 特にご留意いただきたい事項】 

  ⑴ 住所（居所）又は所在地の記録について 

    記録要領の留意事項を参考に、住民票の写し等のとおり正しく記録してください。 

   （注）以下の<例>は住民票の写し等に記載の住所を前提としていますが、実在する

とは限りませんのでご留意ください。 

また、ＯＳや使用環境により異なる字形が表示される場合があります。 

 

   イ 都道府県名、市町村名及び郡等は、省略しないでください。 

    <例> 

      正：東京都千代田区霞が関１－２－３ 

      誤：千代田区霞が関１－２－３ 

 

    正：山梨県南都留郡山中湖村平野１２３ 

      誤：山中湖村平野１２３ 

 

ロ 地名を構成する「番」等は、「－（ハイフン）」に置き換えないでください。 

    <例> 

    正：東京都港区麻布十番１－２－３ 

      誤：東京都港区麻布十－１－２－３ 

 

正：福島県河沼郡会津坂下町字市中二番甲９９９ 

    誤：福島県河沼郡会津坂下町字市中二－甲９９９ 

 

   ハ 区画整理地区や予定町名等がカッコで記載されている場合は、カッコ内も含め

て記録してください。 

    <例> 

正：茨城県つくば市苅間１２３４（研究学園Ｄ９９街区９画地） 

      誤：茨城県つくば市研究学園Ｄ９９街区９画地 

 

    正：福岡県福津市９９（福間駅東地区９９街区９－９画地） 

    誤：福岡県福津市福間駅東地区９９街区９－９画地 

 

   ニ 「丁目」等の後に地名がある場合は、その「丁目」等を全角文字の「－（ハイ

フン）」に置き換えないでください。 

    <例> 

    正：北海道札幌市白石区南郷通１６丁目北９－９ 

    誤：北海道札幌市白石区南郷通１６－北９－９ 
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    正：北海道空知郡上富良野町西８線北３３ 

      誤：北海道空知郡上富良野町西８－北３３ 

 

   ホ 漢字の字形の違いに注意してください。 

    <例> 

      正：京都府京都市東山区祇園町北側９９９ 

      誤：京都府京都市東山区祗園町北側９９９ 

 

正：神奈川県川崎市中原区木月祗園町８８８ 

誤：神奈川県川崎市中原区木月祇園町８８８ 

 

   ヘ いわゆる京都通り名は、正確に記録してください。 

    <例> 

    正：京都府京都市上京区中長者町通新町西入仲之町９９９ 

      誤：京都府京都市上京区中長者町通り新町西入仲之町９９９ 

 

   ト JIS第１水準及び第２水準以外の漢字等は、その文字を「カナ」に置き換えてく

ださい。 

    <例> 

    正：岡山県岡山市中区サイ東町１丁目２－３ 

      誤：岡山県岡山市中区さい東町１丁目２－３ 

 

   チ 地名の「が」と「ケ」と「ヶ」、「の」と「ノ」等の違いに注意してください。 

    <例> 

    正：東京都西東京市ひばりが丘１－２－３ 

    誤：東京都西東京市ひばりヶ丘１－２－３ 

 

    正：埼玉県越谷市越ヶ谷１－２－３   

    誤：埼玉県越谷市越谷１－２－３ 

 

    正：東京都港区虎ノ門１－２－３   

    誤：東京都港区虎の門１－２－３ 
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 ⑵ 「非課税適用確認書の交付申請書に記載された事項」について 

項番 項目名 誤りやすい事例・特に留意いただきたい事例 

1 

申請事項等の種類 同一ファイルに各申請データを混在させないでください（「非

課税適用確認書の交付申請書に記載された事項」（001）のファ

イルに「非課税適用確認書の提出をした者に関する事項」（002）

が混在する等）。 

2 提出年月日 元号  必ず平成 25年 10月１日以降を記録してください（制度導入前

（平成 25年９月 30日以前）を記録すると、エラーとなります）。 3 年 

4 月 

5 日 

6 申請者の氏名 － 

7 申請者のフリガナ 全角カタカナで記録してください。 

8 申請者の生年月日 元号 － 

9 年 － 

10 月 － 

11 日 － 

12 
申請者の現住所（居所）又

は所在地 

－ 

13 
申請者の個人番号 平成 28年１月１日以降に非課税適用確認書の交付申請書の提

出を受けた場合は記録してください。 

14 

申請者の基準日における

国内の住所（居所）又は所

在地 

－ 

15 

金融商品取引業者等の営

業所の名称 

① 「申請者」の名称を記録しないでください。 

② 営業所の名称を正しく記録してください。 

例：同一の営業所から申請された場合 

１行目のデータ＝「国税証券 大手町支店」 

   ２行目のデータ＝「株式会社国税証券 大手町支店」 

  →それぞれを別の営業所と認識します。 

16 

金融商品取引業者等の営

業所の所在地 

① 「申請者」の住所（居所）又は所在地を記録しないでくださ

い。 

② 営業所の所在地を正しく記録してください。 

17 
金融商品取引業者等の営

業所の郵便番号 

「申請者」の郵便番号を記録しないでください。 

18 一般基準日に国内に住所 － 
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項番 項目名 誤りやすい事例・特に留意いただきたい事例 

を有しない旨 

19 一般基準日後最初

に国内に住所を有

することとなった

日 

元号 － 

20 年 － 

21 月 － 

22 日 － 

23 勘定設定期間 元号 － 

24 年 － 

25 送付先の有無 「送付先」を設定する場合は必ず「１」を記録してください。 

26 送付先の名称 － 

27 送付先の所在地 － 

28 送付先の郵便番号 － 

29 

金融商品取引業者等の営

業所使用欄 

金融商品取引業者等で、各「申請者」を特定できるような値を

記録してください。 

ただし、個人が識別される番号（口座番号等）や文字は記録し

ないでください。 

30 

金融商品取引業者等の営

業所の所轄税務署の名称 

① 「国税庁ホームページ＞源泉徴収義務者の方へ＞NISAに関す

る情報＞NISA及びジュニア NISAにおいて金融商品取引業者等

の営業所の長が所轄税務署長に提供する事項の「レコードの内

容及び記録要領」等について＞NISA及びジュニア NISAの申請

事項等において利用する「局署番号表」について」のとおり、

正しく記録してください。 

また、所轄税務署の名称と所轄税務署の番号との対応を誤ら

ないようご注意ください。 

② 「金融商品取引業者等の営業所」を管轄する税務署を正しく

記録してください。 

31 
金融商品取引業者等の営

業所の所轄税務署の番号 

項番 30と同じ。 
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 ⑶ 「未成年者非課税適用確認書の交付申請書に記載された事項」について 

項番 項目名 誤りやすい事例・特に留意いただきたい事例 

1 

申請事項等の種類 同一ファイルに各申請データを混在させないでください（「未

成年者非課税適用確認書の交付申請書に記載された事項」（001）

のファイルに「未成年者非課税適用確認書の提出をした者に関す

る事項」（002）が混在する等）。 

2 提出年月日 元号  必ず平成 28年１月１日以降を記録してください（制度導入前

（平成 27年 12月 31日以前）を記録すると、エラーとなります）。 3 年 

4 月 

5 日 

6 申請者の氏名 － 

7 申請者のフリガナ 全角カタカナで記録してください。 

8 申請者の生年月日 元号  平成：「４」を記録してください。 

9 年 － 

10 月 － 

11 日 － 

12 
申請者の現住所（居所）又

は所在地 

－ 

13 申請者の個人番号  必ず記録してください。 

14 （空白） － 

15 

金融商品取引業者等の営

業所の名称 

① 「申請者」の名称を記録しないでください。 

② 営業所の名称を正しく記録してください。 

例：同一の営業所から申請された場合 

１行目のデータ＝「国税証券 大手町支店」 

   ２行目のデータ＝「株式会社国税証券 大手町支店」 

  →それぞれを別の営業所と認識します。 

16 

金融商品取引業者等の営

業所の所在地 

① 「申請者」の住所（居所）又は所在地を記録しないでくださ

い。 

② 営業所の所在地を正しく記録してください。 

17 
金融商品取引業者等の営

業所の郵便番号 

「申請者」の郵便番号を記録しないでください。 

18 （空白） － 

19 （空白） － 

20 （空白） － 

21 （空白） － 



- 12 - 

 

項番 項目名 誤りやすい事例・特に留意いただきたい事例 

22 （空白） － 

23 （空白） － 

24 （空白） － 

25 送付先の有無 「送付先」を設定する場合は必ず「１」を記録してください。 

26 送付先の名称 － 

27 送付先の所在地 － 

28 送付先の郵便番号 － 

29 

金融商品取引業者等の営

業所使用欄 

金融商品取引業者等で、各「申請者」を特定できるような値を

記録してください。 

ただし、個人が識別される番号（口座番号等）や文字は記録し

ないでください。 

30 

金融商品取引業者等の営

業所の所轄税務署の名称 

① 「国税庁ホームページ＞源泉徴収義務者の方へ＞NISAに関す

る情報＞NISA及びジュニア NISAにおいて金融商品取引業者等

の営業所の長が所轄税務署長に提供する事項の「レコードの内

容及び記録要領」等について＞NISA及びジュニア NISAの申請

事項等において利用する「局署番号表」について」のとおり、

正しく記録してください。 

また、所轄税務署の名称と所轄税務署の番号との対応を誤ら

ないようご注意ください。 

② 「金融商品取引業者等の営業所」を管轄する税務署を正しく

記録してください。 

31 
金融商品取引業者等の営

業所の所轄税務署の番号 

項番 30と同じ。 
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 ⑷ 「非課税適用確認書の提出をした者に関する事項」について 

項

番 
項目名 誤りやすい事例・特に留意いただきたい事例 

1 

申請事項等の種類 同一ファイルに各申請データを混在させないでください（「非

課税適用確認書の交付申請書に記載された事項」（001）のファ

イルに「非課税適用確認書の提出をした者に関する事項」（002）

が混在する等）。 

2 提出年月日 元号  必ず平成 25年 10月１日以降を記録してください（制度導入前

（平成 25年９月 30日以前）を記録すると、エラーとなります）。 3 年 

4 月 

5 日 

6 提出者の氏名 － 

7 提出者のフリガナ  全角カタカナで記録してください。 

8 提出者の生年月日 元号 － 

9 年 － 

10 月 － 

11 日 － 

12 
提出者の現住所（居所）又

は所在地 

－ 

13 
提出者の個人番号  平成 28年１月１日以降に非課税口座開設届出書の提出を受け

た場合は記録してください。 

14 提出者の基準日 元号 － 

15 年 － 

16 月 － 

17 日 － 

18 

提出者の基準日における

国内の住所（居所）又は所

在地 

－ 

19 提出者の整理番号 － 

20 
提出者の氏名が変更され

ている旨 

－ 

21 非課税適用確認書の氏名 － 

22 
非課税適用確認書の氏名

のフリガナ 

 全角カタカナで記録してください。 

23 
金融商品取引業者等の営

業所の名称 

－ 
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項

番 
項目名 誤りやすい事例・特に留意いただきたい事例 

24 
金融商品取引業者等の営

業所の所在地 

－ 

25 
金融商品取引業者等の営

業所の郵便番号 

－ 

26 最初に非課税管理

勘定が設定された

年月日又は設定予

定年月日 

元号 － 

27 年 － 

28 月 － 

29 日 － 

30 
非課税口座の記号又は番

号 

－ 

31 

金融商品取引業者等の営

業所の所轄税務署の名称 

① 「国税庁ホームページ＞源泉徴収義務者の方へ＞NISAに関す

る情報＞NISA及びジュニア NISAにおいて金融商品取引業者等

の営業所の長が所轄税務署長に提供する事項の「レコードの内

容及び記録要領」等について＞NISA及びジュニア NISAの申請

事項等において利用する「局署番号表」について」のとおり、

正しく記録してください。 

また、所轄税務署の名称と所轄税務署の番号との対応を誤ら

ないようご注意ください。 

② 「金融商品取引業者等の営業所」を管轄する税務署を正しく

記録してください。 

32 
金融商品取引業者等の営

業所の所轄税務署の番号 

項番 31と同じ。 
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 ⑸ 「未成年者非課税適用確認書の提出をした者に関する事項」について 

項

番 
項目名 誤りやすい事例・特に留意いただきたい事例 

1 

申請事項等の種類 同一ファイルに各申請データを混在させないでください（「未

成年者非課税適用確認書の交付申請書に記載された事項」（001）

のファイルに「未成年者非課税適用確認書の提出をした者に関す

る事項」（002）が混在する等）。 

2 提出年月日 元号  必ず平成 28年１月１日以降を記録してください（制度導入前

（平成 27年 12月 31日以前）を記録すると、エラーとなります）。 3 年 

4 月 

5 日 

6 提出者の氏名 － 

7 提出者のフリガナ  全角カタカナで記録してください。 

8 提出者の生年月日 元号 平成：「４」を記録してください。 

9 年 － 

10 月 － 

11 日 － 

12 
提出者の現住所（居所）又

は所在地 

－ 

13 提出者の個人番号  必ず入力してください。 

14 （空白） － 

15 （空白） － 

16 （空白） － 

17 （空白） － 

18 （空白） － 

19 提出者の整理番号 － 

20 
提出者の氏名が変更され

ている旨 

－ 

21 
未成年者非課税適用確認

書の氏名 

－ 

22 
未成年者非課税適用確認

書の氏名のフリガナ 

 全角カタカナで記録してください。 

23 
金融商品取引業者等の営

業所の名称 

－ 
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項

番 
項目名 誤りやすい事例・特に留意いただきたい事例 

24 
金融商品取引業者等の営

業所の所在地 

－ 

25 
金融商品取引業者等の営

業所の郵便番号 

－ 

26 非課税管理勘定が

設定された年月日

又は設定予定年月

日 

元号 － 

27 年 － 

28 月 － 

29 日 － 

30 
未成年者口座の記号又は

番号 

－ 

31 

金融商品取引業者等の営

業所の所轄税務署の名称 

① 「国税庁ホームページ＞源泉徴収義務者の方へ＞NISAに関す

る情報＞NISA及びジュニア NISAにおいて金融商品取引業者等

の営業所の長が所轄税務署長に提供する事項の「レコードの内

容及び記録要領」等について＞NISA及びジュニア NISAの申請

事項等において利用する「局署番号表」について」のとおり、

正しく記録してください。 

また、所轄税務署の名称と所轄税務署の番号との対応を誤ら

ないようご注意ください。 

② 「金融商品取引業者等の営業所」を管轄する税務署を正しく

記録してください。 

32 
金融商品取引業者等の営

業所の所轄税務署の番号 

項番 31と同じ。 

 

 


